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１ 点検調書の記入要領 

点検調書の記入要領を以下に示す｡ 

詳細点検実施時の点検調書は「点検表（施設諸元）」「点検表（点検結果票）」「点検表（損

傷記録票）」「写真台帳」「点検表（板厚調査結果記録票）」「E判定会議調書」である。 

また、点検の中で諸元などの変更が確認された場合は、監督職員と協議し、別途、本市

より貸与する「データベース」の修正提案を行うこと。 

 

（1）「点検表（施設諸元）」の記入要領および点検結果の概要報告 

 本調書では、対象施設の諸元等の情報を、別途本市より貸与する「データベース」から

整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検対象施設を以下から選択し記入 

 道路標識、道路情報提供装置、道路情報提供装置(添架物有) 
建植番号を記入 

上り：終点⇒起点車線 

下り：起点⇒終点車線 

 

本市より貸与するデータベースより転記 

添架されているすべての標識枚数・番号を記入 

（例：５  108 の 3、118 の 2-A、204） 
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（2）「点検表（点検結果票）」の記入要領（共通） 

 本調書では、標識単位で点検結果等をする。調書の記入要領は、以下のとおりとする。 

 

「対象有無」：点検結果票に記載された部材の点検箇所の「有」「無」を記入 

なお、部材の対象は、道路管理者が管理しているもののみ 

「点検状況」：対象有無で「有」とした部材について、点検を実施した場合は「済」 

実施していない場合は「未」を記入 

「損傷程度の評価」：各部材の点検箇所について、変状の種類毎に損傷程度の評価区分 

（「a」,「c」又は「e」）を記入。 

また、点検時に補修・補強等の措置を行った場合、措置後の欄に 

措置後の補修・補強等後の評価区分を記入 

「部材の健全性診断」：損傷程度の評価、損傷の原因や進行可能性、損傷が構造物の機 

能に与える影響を踏まえ、部材としての判定区分（Ⅰ～Ⅳ）を 

記入 

「施設の健全性診断」：部材の健全性診断の結果等を踏まえ、当該施設全体としての判 

定区分（Ⅰ～Ⅳ）を記入 

「所見(その他特記事項)」：判定区分だけでは表現できない事項や引継事項等を記入 

「点検予定」：点検ができなかった部材、その理由、点検予定時期、点検実施方法につ 

いて記入し、必要に応じて写真、ポンチ絵等を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：ﾎﾞﾙﾄが腐食して脱落していたが、交換・再締付した場合 

  「ｅ」⇒「ａ」 

 

支柱全体としての診断 

施設全体としての診断 
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※【門型標識等】特定の記入要領 

「技術的な評価結果」：想定する状況に対して各構成部材がどのような状態となるか可能性

があるのかを技術的見解として「A」「B」「C」を記入 

「特定事象の有無の評価」：合理的な維持管理に資する目的で該当の「有」「無」を記入 

「所見（その他特記事項）」：「健全性の診断の区分」の決定に大きく関わる技術的見解に 

ついて措置に対する考え方との関連性がわかるように記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設全体としての診断 

想定する状況に対して各構成部材が 

どのような状態となる可能性がある 

のかを技術的見解として評価 

 

 

合理的な維持管理に資する 

目的で該当の有無を記録 

「健全性の診断の区分」の決定に大きく関わる 

技術的見解について、措置に対する考え方との 

関連性が分かるように記載 
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（3）「点検表（損傷記録票）」の記入要領 

 本調書では、部材の健全性の診断において、点検箇所別の変状の種類に対する判定区分

が、１つでも「Ⅱ～Ⅳ」と判定された部材毎に「損傷記録票」を作成する。 

調書の記入要領は、以下のとおりとする。 

 

「部材名称」：変状の種類に対する判定区分が、１つでも「Ⅱ～Ⅳ」と判定された点検 

箇所を記入 

「損傷程度の評価」：該当部材について、点検結果票の変状の種類毎に損傷程度の評価 

区分（「a」、「c」、「e」）を全て記載 

「措置(応急含む)」 

実施内容：点検時に補修・補強等(応急含む)を実施した場合、補修・補強等の 

     内容を記入 

【記入例】 

・ボルトの再締付 

・浮き錆の除去 等 

未実施(理由)：点検時に措置を行わなかった理由を記入 

【記入例】 

・補修方法を検討する必要がある 

・携行した資機材では対応ができなかった。 等 

予定時期：実施する予定がある場合、その時期を記入 

【記入例】 

・平成26年度中 

予定内容：補修内容等が決まっている場合、その内容を記入 

【記入例】 

・支柱基部に根巻きコンクリートを施工 等 

「特記事項」：必要に応じて、損傷状況や詳細調査の必要性の有無等を記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

（4）「写真台帳」の記入要領 

本調書では対象施設の全景、標識板等現地の状況及び対象施設が特定できるような情報と

して整理する。 

「種別」：本市データベースより引用すること 

「管理番号」：本市データベース記載の建植番号を記入すること 

「写真番号」：写真毎に１から順に記入する 

「撮影部位」支柱、横梁及び標識等、施設を構成する主要な部材とする 

「備考」管理シート、建植シートの撮影は全て行うこと。またその他にも地際部の掘削等

の状況、安全管理など、各ポイントとなる状況の写真は必ず貼付すること。 

 

（5）「点検表（板厚調査結果記録票）」の記入要領 

 本調書では、腐食等変状が見られ，板厚調査を実施した場合に作成する。 

シートの記入要領は、以下のとおりとする。 

 

「測定厚」：板厚調査を実施した部材・調査箇所・測定位置ごとに測定した厚さ（0.1mm  

単位）を記入 

測定位置は調査箇所の円周上90°ごと4点を、測定回数は２回を標準とし、

これら4点×2回の最小値をあわせて記入 

「管理板厚」：管理板厚とは今後５年の間に限界板厚に達する可能性のある板厚のこと 

管理板厚＝限界板厚＋腐食速度×５年  

により求め記入 腐食速度は、0.1mm/年を標準とし、 

管理板厚＝限界板厚＋0.5mm 

「限界板厚」：限界板厚は、設計荷重に対して許容応力度を超過しない板厚のこと 

「付録-3 限界板厚の一覧及び算出例」を参考にして記入 

「損傷程度の評価」：該当部材について、板厚調査結果による評価区分を記入 

評価区分は、付録-1【板厚調査による評価】を参照すること 
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Ｅ判定会議調書

　【補足写真】

　【原因と対策工法（案）】

損傷度評価 損傷度評価 断面図

メ　　　モ メ　　　モ

部材番号 部材番号

前回点検結果 部材名 今回点検結果 部材名

撮影年月日

損傷の種類 考えられる原因

側面図

メ　　　モ メ　　　モ

写真番号

損傷の種類 損傷の種類

撮影年月日

部材番号

撮影年月日

損傷度評価

建設年

写真番号

損
　
傷
　
写
　
真

写真番号 撮影年月日

損傷度評価

写真番号

部材番号

損傷の種類 損傷の種類

前回点検結果 部材名 今回点検結果 部材名

ID 平面図

管理番号 緊急交通路 工営所 点検年月日

建植番号 路線名 行政区

支柱形式 板取付形式 表面処理形式

（6）「E 判定会議調書」の記入要領 

 本調書では、（１）～（４）の点検表を作成したうえで、E判定会議にて対策区分を選定

されたｅランクのみを記載する。 

・【損傷写真メモ】にＥ判定会議の結果としての対策区分番号を記載する。 

『対策区分番号』 

ⅰ・・・緊急補修を要する損傷（第三者被害の可能性がある等） 

ⅱ・・・補修対応（概ね５年度の定期点検までに補修を実施） 

ⅲ・・・経過観察（概ね 5 年後の定期点検までに補修の必要がない損傷） 

・結果シート下方の「損傷の種類」は、オレンジ色のセル部分については、各損傷写真 

に記載されている、損傷の種類について「緊急補修(1)、補修(2)、設計(3)」のものに 

ついて転記するものとする。 

・右側の黄色のセルは、損傷度評価に対策区分を加えたもの（例：「eⅱ」など）を記載 

するものとする。 

・考えられる原因、対策工法（案）は、Ｅ判定会議で議論した損傷原因や、対策方法や、 

考えられる現実的な補修対策工法を記載するものとする。 

・備考欄は、写真番号、損傷の位置等について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷位置がわかる 

図面等を掲載する。 

前回点検時の写真と今回点検時の写真が比較 

できる写真を掲載する。 
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（7）「道路標識データベース」記入要領 

「道路標識データベース」について以下に示す。 

・本データは本市側より最新のデータを受領すること。 

・当該業務での詳細点検等により診断された対策判定（Ⅰ～Ⅳ）を反映すること。 

・当該点検対象歩道橋において、諸元情報などの相違が判明した場合には、速やかに

監督職員に報告するとともに、正確な情報を反映させること。 
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